
　教育・保育のニーズに応じた提供量を整備するとともに、本町の子どもとその親が
幸せに住み続けることができるよう子育て支援の各事業を計画的に推進するため策定
しました。

(1)教育・保育施設の充実 (2)教育・保育内容の充実
◆保育施設の量の確保
◆特定教育施設の量の確保

◆地域子ども・子育て支援
事業の量の確保

(1)地域における子育て支援
　　サービスの充実

(2)子育て支援の
　ネットワークづくり

◆地域子育て支援拠点事業
◆ファミリー・サポート・
センター事業ほか

◆子育て世代包括支援センター
◆子育て応援ＷＥＢサイトの構築

(1)子どもと母親の健康の確保 (2)思春期保健対策の充実

◆妊婦健康診査、産婦健診、
産後ケア◆新生児全戸訪問、
乳幼児健診ほか

◆学校での飲酒・喫煙・薬
物乱用防止教育◆中学生の
ピロリ菌検査･除菌ほか

(1)次世代の親の育成 (2)生きる力の育成に向けた

◆乳幼児とのふれあい体験
◆道徳教育の充実

◆確かな学力の育成◆教育
相談体制の充実ほか

(3)家庭や地域の教育力向上 (4)児童の健全育成

◆訪問型家庭教育支援事業
◆町民活動団体の活動

◆児童館の活用◆青少年セ
ンターの設置ほか

(1)安全・安心な生活環境の
　　整備

(2)子どもを犯罪などの被害
　　から守るための活動推進

◆良質な住宅の提供◆公園
施設の点検･維持補修ほか

◆防犯活動の推進◆アウト
メディアの推進ほか

(3)食育の推進

◆すくすく栄養事業、栄養
相談◆食育推進計画の推進
ほか

(3)被害に遭った子どもの保
　　護の推進
◆児童相談の充実◆相談体
制の充実ほか

基
本
理
念

基本目標 基本施策と主な取り組み

１：幼児期の教育・
　　保育の充実

２：地域における子
　　育て支援

３：親子の健康の確
　　保と増進

４：子どもの健やか
　　な成長を支える
　　教育環境の整備

５：子育てを支援す
　　る生活環境の整
　　備と安全確保


